
持株会社であるJ.フロント リテイリングは、グループの一元

的なガバナンスの中心として、グループ全体の経営の遵法性・

透明性・客観性・健全性を確保し、ステークホルダー（お客様、

株主、従業員、お取引先、地域社会など）へのアカウンタビリ

ティの重視・徹底をはかるため、コーポレートガバナンスの強

化を経営の最重要課題の一つとして位置づけています。

その一環として、当社は2017年5月の株主総会決議を経

て指名委員会等設置会社へ移行しました。その理由は

①監督と執行の分離による経営監督機能の強化

②業務執行における権限・責任の明確化及び機動的な

　経営の推進

③経営の透明性・客観性の向上

④グローバルに対応できるガバナンス体制の構築

により、コーポレートガバナンスの更なる強化に取り組むためです。

ガバナンス　　 コーポレートガバナンス

各執行部門
経営戦略統括部 関連事業統括部 業務統括部人財戦略統括部財務戦略統括部

執
行
統
制
機
能

ガ
バ
ナ
ン
ス（
監
督
）

機
能

代表執行役社長

会計監査人

株主総会

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

経営諮問会議

サステナビリティ
委員会

グループ経営会議 内部監査室

リスクマネジメント
委員会

コンプライアンス
委員会

取締役会

取締役会議長
選解任

監査

監督

連携・報告

連携
報告

報告

報告

報告
指示

諮問

諮問
諮問

諮問

連携
報告

監査

監査

監査

グループ各社

コーポレートガバナンス
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コーポレートガバナンス体制の概要

当社は純粋持株会社であり、経営判断の迅速化・経営責

任の明確化をはかるため、事業子会社の業務執行事項につ

いては、グループ経営に関する重要なものを除き、各事業子

会社にその権限を委任しています。

なお、純粋持株会社としての当社の役割・責務は、次のと

おりです。

●グループ全体のコーポレートガバナンスの確立

●グループビジョン・グループ中期経営計画・グループ経営方

針の企画・立案及びこれらの進捗・成果管理

●グループ経営資源の最適配分

●グループ全体のリスクマネジメント体制の確立、内部監査

●グループ経営に関する重要な業務執行事項の意思決定

●各事業会社の経営方針・経営戦略への助言・承認及びそ

の進捗の監督・評価

また、当社の経営組織として5つの統括部（経営戦略統

括部、関連事業統括部、財務戦略統括部、人財戦略統括

部、業務統括部）を設置し、それぞれの組織の役割・責任・権

限を明確にし、監督機能の強化、グループ全体の内部統制

システムの充実をはかっています。

取締役会

① 取締役会の基本的な役割・責務

株主の皆様に選任され当社の経営を負託された取締役は、

株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、グループビジョ

ンの実現に向けて、取締役会において次の役割・責務を果

たしていきます。

●グループビジョン・グループ中期経営計画・グループ経営方

針その他の経営の基本方針について、建設的な議論を

重ねるほかそのリスク評価も含めて多面的・客観的に審議

し、グループ経営の大きな方向性を指し示すこと

●上記の方向性を踏まえたグループ経営に関する全体方針、

計画について適切に意思決定を行うこと及びその計画に

ついて進捗・結果を監督すること

●非連続な成長に向けた攻めの経営を後押しする環境整備

を行うこと

● 当社グループ全体の内部統制システムの構築・整備を進

めるほか、その運用状況を監督すること

●関連当事者間の利益相反を監督すること

●指名委員会に委任した経営陣幹部の後継者計画・経営人

財に係わる人事配置計画・経営陣トレーニングについて指

名委員会からの概要の報告を基に進捗状況を監督すること

②取締役会の構成

当社の取締役会は、定款に定める15名以内の適切な員数

で構成します。2019年5月23日現在、取締役13名（うち独

立社外取締役6名）で任期は1年です。

取締役候補者の指名に際しては、取締役会全体としての

知識・経験・能力のバランスに配慮の上、その多様性を確保し

ます。また、社外取締役の選任に当たっては、当社が設定し

た独立性判断基準に照らし、当社株主と利益相反が生じる恐

れがない高い独立性を有している者を選任します。

③2018年度の取締役会における主な議論内容

2018年度に14回開催された取締役会では、予算や決

算の承認決議のほか、企業グループの中長期的な成長に

向けた戦略議論として「中期経営計画の進捗」、個別成長

事業の議論として「クレジット金融事業の成長戦略」「名古

屋栄角地開発計画」、コーポレートガバナンスに関する議論

として「政策保有株の保有合理性の検証と売却」「内部統

制システム構築の基本方針」、また経営基盤の強化に向け

た議論として「グループ人財戦略」「戦略的なESG経営へ

の取り組み」、資本効率向上に向けた事業や資産の入れ替

えとして「大丸山科店の営業終了」「宇都宮パルコ・熊本パ

ルコの営業終了」、さらに「株式会社千趣会が実施する自己

株式の買付け取引への応募及び同社との資本業務提携の

解消」などについて審議・決議しました。

社外取締役社内取締役 全体の
3分の1以上46.2%53.8%

非執行
執行

69.2%
30.8% 全体の

2分の1以上

2019年
5月23日時点
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議案の内容の決定等を実施します。

③報酬委員会

報酬委員会は、社外取締役3名と非執行の取締役会議

長と代表執行役社長で構成します。透明性・客観性の観点

から、委員長は独立社外取締役から選定しています。報酬

委員会は、当社及び大丸松坂屋百貨店の経営陣の個人別

の報酬内容の決定に関する方針及び個人別の報酬内容を

決定します。

経営諮問会議

当社は、これまで任意の諮問委員会としてガバナンス課題

を中心に議論をする場として設けていたガバナンス委員会を

発展的に解消し、2019年1月に代表執行役社長・社外取

締役全員・取締役会議長で構成する経営諮問会議を新た

に設置しました。経営諮問会議では、コーポレートガバナンス

や企業経営全般に関する諸課題に関して自由闊達かつ建

設的に議論・意見交換するほか、社外取締役の情報共有・

連携をはかっています。

後継者の計画

最高経営責任者の選定は最も重要な戦略的意思決定で

あり、当社は、後継者（次期経営陣幹部）計画の策定・実施

を経営戦略上の特に重要な項目として位置付けています。

指名委員会・監査委員会・報酬委員会

①指名委員会

指名委員会は、社外取締役3名と非執行の取締役会議

長と代表執行役社長で構成します。透明性・客観性確保の

観点から、委員長は独立社外取締役から選定しています。

指名委員会は株主総会に提出する取締役の選任及び解任

に関する議案内容を決定するとともに、当社及び大丸松坂

屋百貨店の経営陣の選解任や各法定委員会の委員長及

び委員の選定及び解職などについて、取締役会への答申

内容を決定します。

②監査委員会

監査委員会は、社外取締役3名と、監査精度の維持・向

上をはかるため、社内情報に精通した常勤の社内非業務執

行取締役2名で構成します。透明性・客観性確保の観点か

ら、委員長は独立社外取締役から選定しています。監査委

員会は、執行役及び取締役の職務執行が法令及び定款に

適合し、当社の基本理念・グループビジョンに沿って、効率

的に行われているかを実効的に監査し、必要な助言・勧告等

を行うとともに、内部統制の構築・運用状況について監査を

実施し、監査報告を作成します。内部統制の構築・運用状

況について監査を実施し、監査報告を作成します。

また、監査委員会は会計情報の信頼性の確保のため会計

監査人を監督し、株主総会に上程する会計監査人の選解任

各委員会および会議のメンバー構成

2019年5月23日時点*女性

取締役在任期間
法定3委員会

経営諮問会議
指名委員会 監査委員会 報酬委員会

社
外
取
締
役 （
６
）

非
執
行 （
９
）

橘・フクシマ・咲江 * 約7年 ◎ ○ ○
太田　義勝 約4年 ○ ◎ ○
石井　康雄 約2年 ○ ○ ○
西川　晃一郎 約2年 ◎ ○
佐藤　りえ子 * 約1年 ○ ○
内田　章 新任 ○ ○

社
内
取
締
役 （
７
）

小林　泰行 取締役会議長 約6年 ○ ○ ○
堤　啓之 約2年 ○
村田　荘一 新任 ○

執
行 （
４
）

山本　良一 代表執行役社長 約11年9カ月 ○ ○ ◎
好本　達也 代表執行役常務 約6年
牧山　浩三 執行役常務 約6年
若林　勇人 執行役常務 約3年
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ダーシップ」「成果を出すことへの執着心」「組織開発力」「人

財育成力」の5項目を役員に求められる資質として、必要な

価値観・能力・行動特性を明確にしています。指名委員会で

これらを共有化することで、評価・育成指標の共有化をはかり、

中立的育成・選抜に努めています。

また、最高経営責任者の解職については、設定した目標

や期待した成果と取組みの結果（毎期の業績、戦略の遂行

状況等）の差異に係るデータを指名委員会・報酬委員会に

提示し、両委員会における客観性の高い審議により決定し

後継者候補の選定に際しては、社内データをもとに第三

者機関による診断を踏まえて作成した各後継候補者の評価

内容について、社外取締役が過半数を占める指名委員会に

おいて審議を重ねることで、選定プロセスを明確化、透明性

を確保しています。後継者の決定に際しては、取締役会は

指名委員会からの答申内容に基づき、基本理念・グループビ

ジョンの実現を見据え、監督の役割を果たします。後継者に

求められる資質については、方針書記載の「JFRグループ 

経営人財のあるべき姿」において、「戦略思考」「変革のリー

実効性を高めるための基礎固め 企業価値向上に向けた本質的な課題解決

事前アンケートをもとに第三者機関が行った取締役（社内・社外とも）全員に対する「個別インタビュー」及び
「取締役会傍聴参加による直接観察」した結果を集計・分析した報告書を基に取締役会で審議する手法で行い
ました。

４回目となる２０１８年１０月～１１月にかけて実施した取締役会評価では、当社の取組みが形式・実質両面で継
続的に向上されていると評価された一方で、評価ポイントが低下した項目が一部ありました。これは、取締役
会の実効性が低下したのではなく、ガバナンス体制の枠組みが高位で整ってきたことで、企業価値向上に向け
た本質的な課題解決に期待が寄せられた結果であると認識しています。
今後も取締役会評価を基点に課題の共有を行い、取締役会の実効性を高めていきます。

評価手法

評価項目

評価結果と
改善策

取締役会の役割・責務に照らし、取締役会の構成・運営状況・審議事項・審議資料・議案説明のレベル・社外取
締役への支援体制・3委員会（指名・監査・報酬）活動の実効性などの項目についてそれぞれ分析・評価を行い
ました。質問事項は、社内・社外・委員会委員・非委員など立場に応じた回答結果が把握できるよう、毎回新た
な設問と継続性が把握できるように考慮して行っています。
評価した結果については、取締役の間で情報共有するとともに、明らかになった課題への対応策を話し合うこ
とにより、取締役会の実効性を継続的に向上させる取り組みとしてきました。

第1回（2015年）～第３回（2017年）
●議案の充実を図るための仕掛け作り
●経営戦略議案への集中
●意思決定のプロセス見直し
●委員会機能の強化
●執行の強化

課
題

●取締役会の役割を明確化
●取締役会規程改定（付議基準の明確化）
●議案説明の短縮と議論時間の確保
●社外取締役への事前説明の徹底
●議案の分類
　（決議・報告の他に「協議」を新設）
●ガバナンス委員会の設置及び議論の高度化
●資料改善（フォーマット化）
●戦略推進スピードを確保するための経営
人財を社外から登用

取
り
組
み

第４回（2018年）
●重要議案の議論強化
●取締役会実効性向上のための
　継続的取り組み
●監査委員会の機能強化
●執行の強化

課
題

取
り
組
み

●重点課題（グループ戦略・事業ポートフォ
リオ・資本政策・資源配分）の付議ウェイト
アップ
●中期経営計画のモニタリング機能強化
●年間の議案スケジュール策定方法の見直し
●ガバナンス課題に限らず経営諸課題を
　論議する経営諮問会議の設置
●資料改善（論点明確化の徹底、経営会
　議審議状況の共有）

取締役会評価
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当社は、新たなグループビジョンの実現に向けた中期経営計画の着実な遂行をはかるため、役員向け株式対価報酬制度の
導入を含む新たな「役員報酬ポリシー」を2017年に策定しました。役員報酬の基本方針は、次のとおりです。
●当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
●執行役にとって、経営戦略・経営計画の完遂、目標とする会社業績の達成を動機付ける業績連動性の高い報酬制度であること
●当社が経営を担う者に求める「経営人財のあるべき姿」に適う人財を確保（主はリテンション）できる報酬水準であること
●株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
●報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること

取締役・執行役の報酬決定方針1

報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、具体的な報酬支給額については社外取締役が
過半数を占め、かつ委員長を社外取締役とする「報酬委員会」の審議・決議により決定します。
報酬委員会は年に４回以上開催することを予定し、今後、役員報酬制度の見直しは中期経営計画期間に応じて実施するものとします。

取締役・執行役の報酬決定手続2

【基本報酬】（金銭報酬）
基本報酬は、固定報酬と位置付け、各役員の職責の大きさ（重さ）に応じて役位（職位）ごとにテーブルを決定します。

【リストリクテッド・ストック】（業績非連動株式報酬）
リストリクテッド・ストックは、非執行の取締役がステークホルダー代表として、執行とは異なる立場で当社の攻め・守りのガバ
ナンス強化のため、中長期目線で経営に携わることを目的に、当社株式を業績には連動しない方法で交付する制度とし、株
式交付の時期は退任時といたします。

執行役・非業務執行取締役の報酬構成3

執行役

執行役の報酬等

基本報酬

賞与

パフォーマンス・シェア

パフォーマンス・シェアの内容

業績連動係数の計算方法

業績連動係数の変動イメージ

執行役の役位ごとの種類別報酬割合

非業務執行取締役

非執行取締役の
報酬等

基本報酬

リストリクテッド・ストック

（注）上記図は、賞与を標準ランク、株式報酬に係る業績達成率を100％とした場合の
モデルです。

（注）大丸松坂屋百貨店の取締役及び執行役員も上記図の「社長を除く執行役」と同じ
報酬構成とします。

（注）業績達成率が50％未満の場合、業績連動係数は0（0％）とし、業績達成率が150％
以上の場合、業績連動係数は2.0（200％）とします。

（注）ＫＰＩ（Key Performance Indicator）：重要業績指標
（注）短期の目標値は、毎年４月に決算短信で公表する当該事業年度の予想値（ＩＦＲＳベース）

を用います。 

【社長】

基本報酬
38.5%

賞与
23.0%

金銭報酬
61.5%

株式報酬
38.5%

固定報酬
38.5%

業績連動報酬
61.5%

パフォーマンス・シェア
38.5%

【社長を除く執行役】

基本報酬
45.4%

賞与
27.3%

金銭報酬
72.7%

株式報酬
27.3%

固定報酬
45.4%

業績連動報酬
54.6%

パフォーマンス・シェア
27.3%

0% 50% 100% 150%

1.0

2.0

0

係数

業績達成率

業績達成率 業績連動係数
150％以上 2.0
50％以上150％未満 （実績値÷目標値-0.5 ）×2
50％未満 0

KPI 短期 中長期 利用方法

収益性

① 連結営業利益 ○ ○ 目標値（絶対値）に対する達成率
で評価
評価ウェイトは各指標50％ずつ② 基本的1株当たり

当期利益 ○ ○

③ フリーキャッシュ・
フロー − ○ 目標未達成の場合、株式報酬の

額を50％減額
（1つ未達成であれば25％減額）効率性 ④ ROE − ○

役員報酬制度
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政策保有株式の保有方針

当社グループは、政策保有株式（子会社・関連会社株式

を除く純投資以外の目的で保有する上場株式をいいます。）

については、市場環境・株価動向等を勘案の上、適宜削減

していきます。ただし、当社の重点戦略であるアーバンドミナ

ント戦略の推進にあたり、地元行政や企業などから保有要

請があった場合は、ESGの重要課題の一つである「地域社

会との共生」への取り組みの観点から、執行内で保有の適

否を十分検討の上、判断します。

当社グループが保有する主要な政策保有株式の保有合

理性について、お客様企業・お取引先様企業との円滑かつ

良好な取引関係の維持・サプライチェーンの確保など事業戦

略に係る定性的な観点のほか、個別銘柄ごとに配当金・関

連取引利益等を含めた収益率が資本コストを上回るか等の

た評価に基づき実施することとしています。

なお、後継者計画は、当社を取り巻く環境や置かれた状況

の変化、掲げた戦略の進捗等を勘案した内容となるよう計画

的かつ継続的に指名委員会の中で議論を重ねていきます。

また、経営陣幹部については、最高経営責任者の場合と

同様、前述両委員会の審議を受け決定します。

資本政策の基本方針

当社は、フリー・キャッシュフローの増大とROEの向上が

持続的な成長と中長期的な企業価値を高めることにつなが

るものと考えています。その実現に向け、「戦略投資の実施」

｢株主還元の充実｣及びリスクへの備えを考慮した「自己資

本の拡充」のバランスを取った資本政策を推進します。

また、有利子負債による調達はフリー・キャッシュフロー創出

力と有利子負債残高を勘案して行うことを基本とし、資金効

率と資本コストを意識した最適な資本・負債構成を目指します。

フリー・キャッシュフロー、ROEの向上には、収益性を伴っ

た売上拡大を実現する「事業戦略」及び投下資本収益率

を向上させる「財務戦略（資本政策を含みます。）」が重要で

す。あわせて、基幹事業の強化、事業領域の拡大・新規事

業の積極展開等に経営資源を重点配分することにより、営

業利益の最大化と営業利益率を持続的に向上させていくこ

とが重要であると考えています。

株主還元方針

当社は、健全な財務体質の維持・向上をはかりつつ、利

益水準、今後の設備投資、フリー・キャッシュフローの動向等

を勘案し、安定的な配当を心がけ連結配当性向30％以上

を目処に適切な利益還元を行うことを基本方針とします。また、

資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行などを目的

として自己株式の取得も適宜検討します。
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定量的な観点も踏まえて、毎年取締役会において検証します。

政策保有株式に係る議決権の行使に際しては、保有先

の持続的成長・中長期的な企業価値の向上に寄与するも

のであるかどうか、当社グループの持続的成長・中長期的な

企業価値の向上に寄与するものであるかどうかの両観点か

ら判断します。特に、コーポレートガバナンス体制に係る議案

（役員選任）、株主還元に係る議案（剰余金処分）、株主価

値に影響を与える議案（買収防衛策導入）など、コーポレート

ガバナンス強化の上で重要度が高いと考える議案については、

議決権行使の判断となる指針を定め、当社グループ全体と

して、当指針に沿った対応を行います。なお、必要な場合に

あっては、議決権の行使に際して、保有先企業との対話を

実施します。

株主総会の充実

当社は、株主の皆さまと建設的な対話に向け、株主総会

の招集通知を早期発送（株主総会開催日の3週間前までを

目処とします。）するとともに、招集通知発送日以前の実務上

可能な限り早期に、その内容を金融商品取引所及び当社の

ウェブサイトに掲載し、株主の皆様の議決権行使のための

検討時間を十分に確保します。第12期定時株主総会の招

集通知は、書面発送に先立ち、開催日の4週間前に金融商

品取引所及び当社ウェブサイトに開示しました。

また、国内外の機関投資家を含む株主の皆様の議決権行

使の利便性を考慮し、インターネット等による議決権行使を導

入するほか、議決権電子行使プラットフォームを活用しています。

さらに、外国人の株主の皆様にも適切に議決権を行使してい

ただけるよう招集通知の英訳を作成し、当社ウェブサイト及び

議決権電子行使プラットフォームで開示しています。

ディスクロージャーとIR活動

当社は、「公正で信頼される企業として、広く社会への貢

献を通じてグループの発展を目指します。」という基本理念の

もと、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様と

の信頼関係を維持・発展させるため、当社に関する重要な情

報を正確にわかりやすく、公平かつ適時・適切に開示するこ

とにより、経営の透明性を高めるとともに、当社についての

理解を深めていただくことを目的にIR活動を推進しています。

適時開示規則に該当する当社の重要情報は、東京証券

取引所が提供するTDnet（適時開示情報伝達システム）を

通じて開示を行うとともに、当社ウェブサイト等においてもでき

るだけ速やかにその内容を掲載します。また、適時開示規則

に該当しない場合においても、当社への理解を深めていただ

けると考えられる情報については、当社ウェブサイトへの掲載

をはじめ、統合報告書の発刊等を通じ発信していくよう努め

ます。開示する情報の特性に応じて、TDnet・EDINET・当

社ウェブサイトなどを活用する方法で、適時・適切に情報開示

を行います。なお、情報開示の公平性の確保のため、株主

総会招集通知・統合報告書・適時開示情報・決算情報・当

社ウェブサイトについては、英訳を作成し開示します。決算

説明会やESG説明会等についてはプレゼンテーション動画・

資料と質疑応答の要約テキストを、また決算電話会議につ

いては質疑応答の要約テキストを和文・英文にてできるだけ

速やかに当社ウェブサイトにて公開しています。

また、適時開示や当社ウェブサイト等による情報発信に併

せ、各種説明会、ミーティングの実施や株主・投資家の皆様

からの日々のお問い合わせに対する回答等を通じて、コミュ

ニケーションの充実に努めています。なお、株主・投資家の

皆様から頂いたご意見・ご要望等については、当社及び関連

するグループ各社等において広く共有し、企業価値向上に

向けた会社経営の参考としています。

リスクマネジメント、コンプライアンス

当社は、戦略リスクを中心にリスク全般に全社的な視点か

ら組織的に管理・対応するため、「リスクマネジメント委員会」

を執行体制の中に設置しています。「リスクマネジメント委員

会」は成長機会の確保に向けたプラスの戦略に係るリスク

を中心にリスク全般にグループ全社的な視点から組織的に

管理・対応し、リスクマネジメントに特化した視点での経営の

意思決定を行います。同委員会は、代表執行役社長を委員

長とし、各統括部長及び主要事業会社社長等の委員から

構成され、各統括部から選任された委員の持つ幅広くかつ

専門的な知識を活用しながら、多様なリスクについての評価

を実施するとともに対策・その実行を担当部門に指示し、進

捗を管理します。

事業環境の変化は企業にとって避けることのできない不

確実性であり、こうした不確実性、つまり「リスク」にはプラス

の側面としての「機会」と、マイナスの側面としての「脅威」

があり、当社は「リスクヘッジ」のみならず、成長実現に向けた
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「リスクテイク」の両面から、中期経営計画で掲げる戦略課

題について取り組んでいます。

2019年度は、当社グループに係るリスクとして137個の

リスクを抽出し、その中から特に重要視するリスク項目を「企

業リスク」として15個を特定しました。これらに加え、近年、

異常気象や台風・豪雨など地球温暖化に起因すると思われ

る災害が頻発していることを受けたハザードリスクや、世界の

政情不安や経済の減速を鑑み、その影響が大きいと考えら

れるファイナンスリスクについても当社グループの事業活動

への影響が非常に大きいと考えるリスクとして優先的に取り

組んでいます。

また当社は、当社グループのコンプライアンス経営上の課

題への対応を適切に実施するため、「コンプライアンス委員会」

（構成員に顧問弁護士を含みます。）を設置しています。同

委員会は、代表執行役社長を委員長とし、重大なコンプライ

アンス違反事案への対応方針を策定するほか、コンプライア

ンス推進担当部門との連携を密にし、コンプライアンス体制

の基盤整備（推進体制や推進計画の策定など）や、運用状

況の監督を継続的に実施し、法令･企業倫理等の遵守を

推進します。

なお、両委員会での審議内容については、定期的及び適

時に監査委員会に報告を実施します。　

JFRグループコンプライアンス・ホットライン

当社は、当社グループの全役員・従業員及び当社グルー

プで勤務する全ての者（アルバイト・お取引先派遣者を含み

ます。）が、コンプライアンス上の問題について「コンプライア

ンス委員会」に直接通知し是正を求めることを可能とする内

部通報制度を設けています。通報窓口は、当社の社内窓口

のほか、社外（顧問弁護士）にも窓口を置いています。この

内部通報制度は、通報者の秘密保護のほか、通報者に対

する不利益取扱いの禁止について、当社グループの社内規

程で厳格に規定しています。

2018年度の投資家との主な対話活動

項目 備考

機関投資家・アナリスト向け決算説明会（決算・経営説明） 2回 当社ウェブサイトにて和文・英文とも動画配信。当日の質疑応答要約版も和文
･英文とも掲載。

機関投資家・アナリスト向け決算電話会議（1Q 、3Q ） 2回 当社ウェブサイトにて当日の質疑応答要約版を和文・英文とも掲載。

機関投資家・アナリスト向けESG 説明会 1回 当社ウェブサイトにて和文・英文とも動画配信。当日の質疑応答要約版も和文
･英文とも掲載。

機関投資家・アナリスト向け店舗見学会 1回 海外投資家向けにGINZA SIXの見学会を実施。

海外IR 3回/45社 欧州・北米・アジアを各1回実施。

証券会社主催カンファレンス（国内・海外） 4回/41社 国内3回、海外1回を実施。

機関投資家向け個別ミーティング 163回 来社、訪問を中心に電話会議を含む。

個人投資家向け説明会 16回 東京7回、大阪3回、名古屋2回、埼玉、札幌、神戸、京都各1回を実施。
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